
平成１９年１１月徳島県後期高齢者医療広域連合議会臨時会会議録 

 

１ 徳島県後期高齢者医療広域連合告示第１２号 

  平成１９年１１月徳島県後期高齢者医療広域連合議会臨時会を次のとおり招集する。 

平成１９年１０月２６日 

徳島県後期高齢者医療広域連合長 原  秀 樹 

 ⑴ 期日 平成１９年１１月１６日 

⑵ 場所 徳島市川内町平石若松７８番地１ 徳島県国保会館３階 研修室 

 

２ 平成１９年１１月１６日（金）午後１時３８分開会 

 

３ 出席議員は，次のとおりである。 

   １番 小 林 淳 治     ２番 広 瀬 和 範 

   ４番 大 和  肇      ５番 岩 浅 嘉 仁 

６番 川真田 哲 哉     ７番 小笠原  幸 

   ８番 小 林 一 郎    １０番 中 田 丑五郎 

  １２番 松 尾  肇     １３番 井 上 裕 久 

  １４番 木 元 史 幸    １５番 坂 口 博 文 

１６番 藤 井  格     １７番 大 神 憲 章 

１８番 戸 田 眞理子    １９番 佐 藤 禎 宏 

２０番 増 谷 禎 通    ２１番 奥 村 晴 明 

２２番 中 島  勝     ２４番 日 下 哲 寛 

２５番 川 原 義 朗 

 

４ 欠席議員は，次のとおりである。 

３番 吉 田 忠 志     ９番  俵  徹太郎 

１１番 笠 松 和 市    ２３番 伊 月  猛 

 

５ 説明のため出席した者の職氏名は，次のとおりである。 

  広域連合長    原  秀 樹   副広域連合長  五軒家 憲 次 

  副広域連合長  牧 田  久    事務局長    山 村 茂 樹 

  総務課長    山 中 俊 和   事業課長    河 野 信 春 

  総務課課長補佐 桑 村 申一郎   事業課課長補佐 原 田  勝 

 

６ 職務のため出席した職員の職氏名は，次のとおりである。 

  総務課係長   大 塚 喜美枝 

 

７ 議事日程（第１号） 

  第１  新たに選出された議員の議席の指定について 

  第２  会議録署名議員の指名について 
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  第３  会期の決定について 

  第４  議案第１９号 徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例

の制定について 

  

８ 会議に付した事件 

  日程第１  新たに選出された議員の議席の指定について 

  日程第２  会議録署名議員の指名について 

  日程第３  会期の決定について 

  日程第４  議案第１９号 

日程追加  請願第１号 後期高齢者医療制度に関する請願 
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（午後１時３８分開会） 

○議長（広瀬和範君） 

ただ今から，平成１９年１１月徳島県後期高齢者医療広域連合議会臨時会を開会をいた

します。 

広域連合長から，招集のごあいさつがあります。 

 

○議長（広瀬和範君） 

連合長 

 

○広域連合長（原秀樹君） 

本日，平成１９年１１月徳島県後期高齢者医療広域連合議会臨時会を招集いたしました

ところ，議員各位におかれましては御出席を頂き厚く御礼を申し上げます。会議に当たり，

広域連合の運営に取り組む私の所信を申し上げるとともに，提出議案を御説明申し上げ議

員各位をはじめ，県民の皆様の御理解と御協力を賜りたいと存じます。       

さて，本県の今後の高齢化の推移を見ますと，後期高齢者は現在の１０万４，０００人

から増加の一途をたどり，２５年後には１５万人に達し，県人口の２３パーセントを占め

ることとなるものと予測いたしております。このように超高齢化社会を迎えるに当たりま

して，後期高齢者医療制度が持つ役割を十分に認識し，高齢者の方々が安心して暮らして

いただけるよう，なお一層の努力を傾注してまいる所存でございます。この後期高齢者医

療は，現在の老人医療に代わる新しい制度でございますが，県民，特に高齢者の方々に不

安なく受け入れていただくことを念頭に置きまして，残すところもう半年足らずとなりま

したが，市町村との連携を密にしながら効果的な広報活動を展開いたしまして，十分に制

度の周知を図ってまいることといたしております。 

次に，このたび国において被扶養者であった被保険者の保険料につきまして激変緩和の

観点から一定期間，徴収を凍結する等の決定が急きょ打ち出されました。これにつきまし

ても，市町村と緊密に連携協力するとともに所要の電算システムの改修を行うなどして，

しっかりと対応してまいる所存でございます。 

その外，制度施行後は県内市町村で住民への対応を図っていただくこととなりますが，

窓口事務に混乱が生じることのないよう統一した処理方針を設けることといたしておりま

す。以上申し上げましたように多くの課題が山積いたしておりますが，事務局の総力を挙

げて取り組む覚悟でございますので，今後とも議員各位の御理解並びに御協力を賜ります

ようお願い申し上げたいと思います。 

さて，本日御提案申し上げました議案は，後期高齢者医療に関する条例でございます。

この条例は高齢者の医療の確保に関する法律と並び制度を運営するための根幹となるもの

でございまして，高齢者の方々，また，県民の皆様に非常に大きな影響があるものでござ

います。議案の概要につきましては，後ほど事務局長から詳細を御説明申し上げますので，

何とぞ十分なる御審議の上，御議決賜りますようお願い申し上げまして招集のごあいさつ

といたします。 

 

○議長（広瀬和範君） 
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これより，本日の会議を開きます。 

 このほど，石井町議会，板野町議会，上板町議会議長から，それぞれ広域連合議会議員

選出の通知があり，これを受理いたしましたので御報告申し上げます。 

なお，本日の議事日程につきましては，お手元に配布のとおりであります。 

次に，去る８月定例会において選任されております五軒家副広域連合長からごあいさつ

したいとの申し出がありますので，これを許可いたします。 

 

○議長（広瀬和範君） 

五軒家憲次君 

 

○副広域連合長（五軒家憲次君） 

海陽町の五軒家でございます。議長さんの許可を頂きましたので，一言述べさせて頂き

ます。去る８月に私ごとき者を選任といいましょうか，御賛同をして頂きましてありがと

うございます。と言うべきなんでしょうけれども，正直なところ私，心腹輸写的な性格で

ございましたので，歳は取っとるわと，あるいは，職は永いわというようなことで充て職

的に回ってきたかと，そう思っております。能力実力，あるいは，好む好まざる，そうし

たのを関係なくして与えられたと，そう思っておりますけれども，与えられた限りは皆様

方の厳しい御教示の下で頑張りたいと思っております。できるならば，そちらの方の席で，

議長というように質問もしたいと，常日ごろ議会に大いにたたかれてばかりでございます

ので，こういう場ではという気持ちでおったわけですけれども，これもやむを得ないとい

うことで，以下よろしくお願いいたします。 

 

    （拍手） 

 

○議長（広瀬和範君） 

なお，本日の会議に欠席の届出がありました方は，３番吉田忠志君，９番俵徹太郎君，

１１番笠松和市君，２３番伊月猛君，以上であります。 

 

○議長（広瀬和範君） 

それでは，日程第１新たに選出された議員の議席の指定を行います。 

なお，このたび広域連合議会議員に選出されました方々は，石井町から井上裕久君，板

野町から中島勝君，上板町から伊月猛君，以上の方々であります。 

新たに選出された議員の議席については，会議規則第４条の規定により，議長において，

ただ今，御着席のとおり指定をいたします。 

 

○議長（広瀬和範君） 

次に，日程第２会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は，会議規則第７６

条の規定により，議長において４番大和肇君，１３番井上裕久君を指名いたします。 

 

○議長（広瀬和範君） 
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次に，日程第３会期の決定についてを議題といたします。 

お諮りいたします。本臨時会の会期は本日１日間といたしたいと思います。これに御異

議ありませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（広瀬和範君） 

 御異議なしと認めます。よって，会期は本日１日間と決定をいたしました。 

 

○議長（広瀬和範君） 

この際，増谷君ほか２人から本日，文書をもって提出されております動議について，お

諮りをいたします。 

本動議は，お手元に配布のとおり，後期高齢者医療制度に関する請願は今臨時会に付議

している条例に関連するものであり，本臨時会で取り扱わなければその願意が達成されな

いため急施事件として日程に追加し，付議事件とすることを求めておりますが，会議規則

第１４条の所定の賛成者がありますので，直ちに議題と致します。 

 

○議長（広瀬和範君） 

お諮りいたします。本動議を急施事件と認定し，日程に追加の上，議題とすることに賛

成の方々は御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（広瀬和範君） 

起立は３人であります。よって，後期高齢者医療制度に関する請願を急施事件として日

程に追加し，議題とすることは３名以上となっておりますので可決をされました。 

 

○議長（広瀬和範君） 

 この際，お諮りをいたします。本件については日程第４議案第１９号徳島県後期高齢者

医療広域連合後期高齢者医療に関する条例に関連しますので，一括して審議することに御

異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（広瀬和範君） 

異議なしと認めます。よって本件については一括して審議をいたします。 

 

○議長（広瀬和範君） 

それでは，日程第４議案第１９号徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関す

る条例の制定について，及び追加日程第１請願第１号後期高齢者医療制度に関する請願を
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一括して議題といたします。 

 

○議長（広瀬和範君） 

まず，議案第１９号徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の制定

について，事務局の説明を求めます。 

 

○議長（広瀬和範君） 

事務局長 

 

○事務局長（山村茂樹君） 

議案第１９号について御説明させて頂きます。議案第１９号徳島県後期高齢者医療広域

連合後期高齢者医療に関する条例の制定につきまして御説明申し上げます。それでは資料

①議案書（条例議案）の１ページをお願いいたします。第１条のこの条例を定める趣旨で

ございますが，広域連合が行う後期高齢者医療について法令に定めるもののほかをこの条

例に定めるものでございます。 

第２条の葬祭費につきましては，被保険者が死亡したときは，葬祭を行う者に葬祭費２

万円を支給するものでございます。 

第３条の保健事業では，被保険者の健康の保持増進のため健康診査を行う旨を定めてお

ります。 

２ページをお願いいたします。第４条から５ページの第１３条までは保険料について定

めたものでございます。後期高齢者医療制度におきましては，おおむね２年間を通じて財

政の均衡を保つことができるように保険料を設定し，また，保険料は個人単位で賦課され

ることとなっております。この点は国保と大きく異なるところでございます。なお，保険

料の算定基礎となります所得割率及び被保険者均等割額につきましては，広域連合の区域

内，すなわち，徳島県内で均一とされていることから，本県におきましては所得割率を７．

４３パーセント，被保険者均等割額は４万７７４円とし，また保険料の賦課限度額を５０

万円とするものでございます。この保険料につきましては，原則として年額１８万円以上

の年金受給者を対象に年金から保険料が徴収されることとなっております。なお，保険料

の賦課期日は，４月１日といたしております。 

 ６ページをお願いいたします。第１４条は所得の少ない被保険者に係る保険料の減額賦

課について定めておりまして，世帯構成員の総所得金額が一定額以下の場合，被保険者均

等割額の７割，５割又は２割を軽減して賦課する旨を定めております。 

７ページをお願いいたします。次に，第１５条は被扶養者であった被保険者に係る保険

料の減額賦課の規定でございます。これまで被用者保険の扶養家族として保険料を支払う

必要のなかった方も後期高齢者医療では保険料を負担することとなりますが，軽減措置と

して２年間に限り，その保険料を被保険者均等割額の２分の１のみとするものでございま

す。 

一番下の第１６条でございますが，保険料の額を決定し，又は変更したときは，広域連

合長が被保険者に通知すると規定したものでございます。 

８ページをお願いいたします。第１７条は保険料を一時に納付することができない場合
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の徴収の猶予について規定いたしております。その要件につきましては，第１号から第４

号にお示ししておりますが，被保険者又はその世帯主の財産が災害により損害が発生した

場合や，被保険者の属する世帯の世帯主が死亡，長期入院，事業の休廃止，失業，農作物

の不作等により収入が著しく減少した場合などを事由としております。 

９ページをお願いいたします。第１８条は保険料の減免規定でございますが，その要件

といたしましては１７条の徴収猶予で御説明申し上げました事由と同様でございます。さ

らに，この事由に準じると広域連合長が認めた場合，また，刑事施設等に拘禁された場合

を減免の事由に追加いたしております。 

１０ページをお願いいたします。第１９条から第２２条までは保険料についてこの条例

で定める事務を規定しておりますが，まず，１９条では所得等の申告義務，２０条では関

係市町村が保険料を徴収し広域連合に納付する義務，２１条では関係市町村が徴収すべき

保険料の額，２２条では関係市町村が被保険者から延滞金を徴収し，広域連合に納付する

旨をそれぞれ規定しております。 

１２ページをお願いいたします。第２３条から２７条までは罰則規定でございますが，

被保険者が資格の取得，喪失の届出などこの条例に定める手続に応じないときには１０万

円以下の過料，また，偽りその他の不正行為により徴収金の徴収を免れたときは，免れた

額の５倍以下の過料に処するものでございます。 

１３ページをお願いいたします。附則の第１項ではこの条例の施行日を平成２０年４月

１日と定めております。次に，附則の第４項，これは本則第１５条に関連いたしますが，

平成２０年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の賦課の特例でございまし

て，その年度の保険料につきましては被保険者均等割額から当該均等割額に２０分の１９

を乗じて得た額を控除した額とするものでございます。以上が，徳島県後期高齢者医療広

域連合後期高齢者医療に関する条例の概要でございます。御審議の程よろしくお願い申し

上げます。 

 

○議長（広瀬和範君） 

 次に，請願第１号後期高齢者医療制度に関する請願について，紹介議員であります増谷 

禎通君から説明を求めます。 

 

○議長（広瀬和範君） 

増谷君 

 

○議員（増谷禎通君） 

 ただ今は，後期高齢者医療制度に関する請願につきまして動議を提出致しましたところ，

賛成者２名によりましてこの請願が付議事件として認められましたことについて心からお

礼を申し上げます。 

さて，この請願の趣旨は，今回後期高齢者医療制度の条例が審議をされようと致してお

りますけれども，この後期高齢者医療制度におきましては，私も質疑の中でも申し上げま

すけれども，高齢者に対する厳しい条件，そして，また資格証明等の発行によりまして医

療難民が出るという非常に大きな危ぐが持たれておる条例でございまして，この請願事項
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にもございますように一時凍結若しくは十分な審議を尽くして頂きたい，まあこういう条

件が今この請願として出されております。是非議員の皆さん方には，この徳島県社会保障

協議会から出されております請願について，是非とも採択を頂きますように心からお願い

をして私の動議，また，請願に対する説明といたします。 

 

○議長（広瀬和範君） 

以上で，提案理由の説明は終わりました。 

 

○議長（広瀬和範君） 

これより質疑を行います。通告がありましたのは３名であります。通告者の発言を許し

ます。 

まずはじめに，６番川真田哲哉君 

 

○議長（広瀬和範君） 

６番 

 

○６番（川真田哲哉君） 

６番川真田でございます。吉野川市議会でもこの質問がございましたので，私の方から

はそれを踏まえまして３点ほど質問というか，要望をさせて頂きたいと思います。御承知

のとおり，これまでの老人保健制度におきましては各市町村が運営主体となっておりまし

たが，高齢化等の進展によりまして医療費の増大が見込まれる中で財政の安定化を図ると

いう観点から都道府県単位で広域連合を設立し，後期高齢者医療制度を運営することとな

りました。制度上各種申請の届出などの窓口事務につきましては市町村事務として規定さ

れておりまして，また，保険料徴収事務もあることから事務量が増大することは大変懸念

されております。しかしながら今後，超高齢化社会を迎える中で，高齢者が安心して医療

保険を使えるようにするためには今回の制度改正も意義があるものと認識いたしておりま

す。 

そこで１点目の要望でございますが，制度改正に関する周知を十分に行って頂きたいと

いうことでございます。後期高齢者医療制度につきましては，これまでの老人保健制度と

大きく異なりまして，激変緩和措置もございますが，加入者すべての方に保険料負担が発

生することになります。またその上，制度の運営に当たりましては，財政の安定化及び広

域化を図るために広域連合が医療給付や保険料の決定などの財政運営を行い，市町村は保

険料の徴収，そして，窓口業務を行うこととなっております。最近の報道でもございまし

たように保険料の軽減策等につきましては議論されているようでございますが，まだまだ

内容的には不確定な部分が多々あるように感じております。来年の４月に混乱が起きない

よう，まず制度の内容について十分な周知を行って頂きたいと思っております。 

第２点目は，保険料の滞納対策の一環といたしまして資格証明書の交付というものがご

ざいます。滞納理由にもいろいろあるかと思いますが，安定的な制度運営を行う上でもい

わゆる悪質滞納者につきましてはき然とした対応が必要でございますが，ただ，資格証明

書の交付ということになりますと自由な診療の機会を奪うことにもなりかねませんので，
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その交付につきましては慎重の上にも慎重を期して頂きたいと思っております。 

最後第３点につきましては，保険料の減免制度の適用でございますが，御承知のとおり

国民健康保険は市町村が保険者となりまして制度を運用することとなっております。７５

歳になりますと後期高齢者医療に移行することになるわけでございますが，保険者が異な

るため減免制度の運用につきましては，その格差が生じるという可能性も多々あると思い

ます。各町村とも連携を緊密にして頂きまして遺漏のないようして頂きたいと思っており

ます。以上３点につきまして市長という立場から要望させて頂きましたが，この件に関し

まして今後の方針とか考え方がございましたらお答え願いたいと思います。以上でござい

ます。     

 

○議長（広瀬和範君） 

事務局長 

 

○事務局長（山村茂樹君） 

 ただ今３点御質疑を頂きましたので，順次御答弁申し上げます。まず制度の周知につい

てでございますが，議員御指摘のとおり来年４月からは後期高齢者の皆さん全員に保険料

負担が発生すること，また，原則として保険料は年金から特別徴収するなど現行の老人医

療制度と内容が大きく変わってまいります。この新しい制度をスムーズに受け入れていた

だくためには広報が何よりも重要であり，また，今後の最も大きな取組課題であると認識

しております。広報につきましては，これまで市町村と連携を取りながら広報計画に基づ

き市町村広報紙の活用や，公共施設また医療機関等へのポスター配布等により，制度の趣

旨や内容の周知に努めたところでございます。今後の予定でございますが，１２月から来

年３月までの間は広域連合と市町村が連携いたしまして市町村広報紙への掲載や新聞広告，

パンフレットの作成配布，インターネット・ホームページの活用などにより，毎月，必要

な情報を提供してまいることとしております。また，各市町村独自の広報活動につきまし

ても情報交換するなど，あらゆる広報手段を活用して，後期高齢者医療制度を紹介してま

いりたいと考えております。一方，市町村に対しましても，制度施行に向けた準備作業が

円滑に行えるように国等の情報を迅速に提供するとともに，来年４月以降の窓口事務にお

いては，全市町村で整合性のある対応ができるように事務取扱要領を作成配布するなどし

て広域連合と市町村で必要な情報を共有してまいりたいと考えております。 

次に，資格証明書の交付についてでございますが，議員御指摘のとおり後期高齢者医療

制度においては増大する老人医療費を安定的に賄い，将来にわたり安心して医療を受けら

れるようにするための独立した医療保険制度として運営していく中で被保険者間の負担の

公平性を確保するための保険料滞納者対策の一環として滞納後１年を経過した方に対して

は，資格証明書を交付することとなっております。その場合の手続につきましては，あら

かじめ本人に通知した上で弁明の機会を設け，災害に被災された場合など，保険料を納付

することができない特別の事情を考慮することとされておりますので，このような機会を

通じ，議員のおっしゃるように，対象者の状況を慎重に見極めて判断してまいりたいと考

えております。 

 また，保険料につきましても，それぞれの所得状況に応じて均等割が７割から２割軽減
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されるなど低所得者の方に対しては一定の配慮がなされておりますが，個々の事情により

保険料の納付が滞る方もおられます。そうした方々に対しまして，即座に資格証明書を交

付するのではなく，市町村窓口での納付相談を通じて対象者の生活の状況等を慎重に見極

めた上で対処してまいりたいと考えております。 

最後に，保険料減免制度の運用についてでございますが，県内２４市町村国保の現在の

減免制度の運用状況や実施内容の調査を行い，可能な限り市町村国保と後期高齢者医療の

格差が生じないよう考慮し運用してまいりたいと考えております。 

 また，判定基準につきましても要綱を作成しまして明確な基準を設け，被保険者が不利

益，不公平にならないよう努力いたします。以上でございます。 

 

○議長（広瀬和範君） 

次に，２０番増谷禎通君 

 

○議長（広瀬和範君） 

２０番 

 

○２０番（増谷禎通君） 

大変失礼をいたしました。ただ今，議長からお許しを頂きましたので質問に入りたいと

思いますけれども，一言あいさつを申し上げます。今日は後期高齢者医療条例の問題につ

いて７問の通告をいたしております。今日，沢山の傍聴にお越し頂きまして心からお礼を

申し上げます。私の持ち時間は５０分でございまして，議長にお許しを頂いて，７問通告

をいたしておりますけれども，６問に絞って今回質問をさせて頂きたいと思うわけでござ

います。５番目を削らせて頂きますので，よろしくお願いいたします。それでは，早速質

問の１番からしてまいりたいと思います。第１番目質問通告をいたしておりますけれども，

後期高齢者医療の確保に関する法律につきましては，この法律の趣旨はいかに医療費を抑

えるか，そしてまた，２点目は被保険者に医療費を負担させるか。この２点を目的として

作られた法律であるというふうに考えるわけであります。国民はすべて法の下に平等であ

り健康で文化的な最低限度の生活を保障するという憲法の精神に違反するということで，

私は容認することができません。もちろん平等といっても人それぞれ顔が違うように能力

も違いがありますけれども，しかし，せめて老後の医療費ぐらいは安心をして受けること

ができる，それが日本の憲法の保障した精神であろうというふうに考えるわけでございま

す。後期高齢者の皆さんは，あの厳しい太平洋戦争を体験し，若しくは戦後の焼け野が原

となった，ああいう厳しい時代を経て，今日，世界の第２位という経済大国まで発展をさ

せる原動力となった方々であります。何もない時代を経た，こうした苦労をされた老人が，

このお年寄りが少しでも，少ない年金で子供や家族の扶養に頼って細々と生きている。そ

の人達からも保険料を徴収しようというものであります。私は，この法律は憲法で保障さ

れた生存権が生かされているとは到底考えられないのであります。この点について答弁を

頂きたいと思うわけであります。 

 質問の第２番目は，第２章の葬祭費についてであります。今月の５日に開催されました

説明会で，東みよし町など２町，１市２町では５万円が支給をされているわけでございま
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すが，多くの市町村では２万円かそれ以下という現状であります。そこで，平均的に多く

の市町村で支給されておる２万円が今回の支給になったという説明であります。私がイン

ターネットで調査をいたしまして，葬祭費のばらつきについても，社会保険や共済保険な

どにも保障されている最低の葬祭費５万円を支給をしておる市町村が沢山あるということ

をインターネットで調査をしたわけでございます。そしてまた，実際に葬祭費としてかか

る費用，この全国平均が２００万円以上で，徳島県でもこの平均値１５０万円から２００

万円という数値が出ております。せめて社会保険並みの葬祭費に引き上げるべきではない

かという考えでございまして，是非とも事務局長の答弁を頂きたいと思うわけであります。 

 質問の第３番目は，健診の問題についてであります。国民健康保険では平成２０年から

特定健康診断が義務付けられておりまして，その負担割合は国３分の１，県３分の１，そ

して，市町村国保が３分の１というふうになっておりますが，後期高齢者医療の場合は努

力義務ということで，各後期高齢者医療広域連合に任されているというのが実情でござい

ます。今回の条例では各市町村に委託する場合，課税世帯では１，１１０円，非課税世帯

では１，４３０円であります。年間予算は２，３００万円，その対象者は未診療者の３，

７００人余りであります。後期高齢者１１万人のうちの３パーセントにしかすぎないとい

うのが，この来年度の後期高齢者の予算に計上されている健診状況であります。これでは

高齢者の切り捨てと言われても仕方がないというところであります。お年寄りは常に何ら

かの治療を受けている。条例では未受診者のみと言われておりますが，治療といいまして

も，前回私も質問をいたしましたように，整形外科もあれば眼科，歯医者，接骨院等々あ

りまして，必ずしも受診者すべてがこうした健診を受けている状況ではありません。また，

国に対して国保並みに特定健診を義務付けるように，こうした状況の下で強く要求すべき

であるというふうに思うわけでございますけれども，是非御見解をお伺いをしたいと思う

わけでございます。 

 ２番目は，前回の議会でも質問をいたしましたが，このことについて年間２６０万枚の

レセプトのチェックをするということで，到底この内科とか整形外科とかですね，そうい

う受診者に対するチェックはできないという答弁がございます。ところが，未受診者の３，

７００人については調査をしなければならないわけでございますから，今回のレセプト点

検でも当然行われるわけでございます。こうした問題で，レセプト点検はですね，一体何

人によって行われるのか，こうしたことでお尋ねをして今後の改善を図っていきたいとい

うふうに思うわけであります。 

 質問の４番目は，後期高齢者医療保険と所得割，均等割率の問題についてであります。

８月に開催されました議会答弁におきましては，全国平均６，２００円より高い保険料に

なるだろうという答弁がなされました。今回の条例では５，８６０円と，全国平均を３４

０円下回っております。しかし，この保険料の中身は，２番目に質問を出しておりますよ

うに，葬祭費や健診などの必要経費を無理に削られて，保険料を下げて，こういう状況で

ございまして，利用者からすると安いことは良いこと，ということではありますけれども，

１年，２年，こうした医療制度が続いてまいりますと，当然値上げという問題が出てくる

のは火を見るよりも明らかであります。葬祭費や健診を前期高齢者医療並にすれば保険料

は幾らになるのかお聞きをしたい。そしてまた，国は所得割と均等割を５０対５０として

おりますけれども，徳島県後期高齢者医療連合は４２対５８ということで，金持ちに対し
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て低く，貧しい人には高くという逆立ちをした考え方であります。例えば，１号減額で徳

島の試算では年間保険料は１万２，２００円でありますが，５０対５０という割合に致し

ますと１万円以下になるはずであります。国の基準に戻すべきであると考えますけれども，

いかがなものでございましょうか，答弁をお願いをいたします。 

 ５番目の問題は，先ほども申し上げましたように，時間の関係で割愛をさせて頂きます。 

 質問６番目でございます。猶予及び減額規定に関する問題であります。まず第１に，減

額規定の中にある連帯義務者とはだれを指すのかという問題でございます。保険料を滞納

した場合，連帯義務者に請求がされることになっております。国保では家族の扶養者であ

った場合は保険料は負担する必要がなかったわけでございますが，後期高齢者保険ではす

べての人に保険料が課せられることになっております。ほとんど収入のないお年寄りでも，

年間１万２，２００円がかかるわけでございまして，払えなければ連帯義務者に請求が来

るというわけでありまして，連帯義務者の範囲についてお聞きをしておきたいと思うわけ

であります。２番目は減免の規定でございますが，この規定では災害，台風，地震等や火

災又は事業の廃止や倒産，失業など想定されております。この規定は７５歳以上の対象で

あって，事業の廃止や倒産，失業などほんの一握りの人達にすぎないのではないでしょう

か。対象者の大半は年金か無収入の人達であり，この方々が不慮のけがや病気にかかって

医療費がかさみ，保険料が払えなくなる。こういう状況の下で猶予や減免申請をするので

あります。ところが，働いていないお年寄りにとって，猶予された保険料や減免された保

険料すら払えなくなる。そういうことによりまして資格証明が発行される。病院から追い

出されてしまう。正に医療難民となるのであります。昨日，私は三重県に中学校の建て替

え問題で視察をしてまいりましたけれども，その帰りのバスの中で高速道路や公園でテン

トを張り，暮らすホームレスを沢山見掛けました。現在，大きな社会問題になっておりま

すけれども，いまだ解決を見ておりません。歳を召してからこうした医療難民になる。と

っても深刻な問題であり，免除規定を新設されるよう強く要請したいと思うわけでござい

まして，答弁を求めたいと思うわけでございます。 

 質問の第７番目は，資格証明と罰則についてであります。前の質問にも申し上げました

ように資格証明を発行されるということは，実質病院にかかれないことを意味しておるわ

けでございます。年金から天引きされる被保険者は滞納をすることはないわけではありま

す。ところが，年金はあっても介護保険料と後期医療保険料を引くと，２分の１を超えて

しまうか，無年金者のお年寄りがこうした滞納の対象者になるわけでございまして，これ

らの低所得者や貧困者が一般徴収者となるわけであります。これらの低所得者や貧困者が

保険の滞納を致します確率は非常に高いわけでございまして，これらの人達の救済をして

こそ本当の福祉国家と言えるのではないかと思うわけでございまして，これらの対象者の

窓口相談には，生活保護に道を開く相談がされるか，免除規定を制定をして当たるべきだ

というふうに考えるわけでございますが，これについて是非とも答弁を求めたいと思うわ

けでございます。 

 また，この後期高齢者医療制度には罰則規定というのが設けられておりまして，被保険

者は滞納することによって１０万円以下の過料に処するという罰則規定が設けられており

まして，正に犯人扱いというような条件も付けられておるわけでございます。保険証を返

還しない場合１０万円以下の過料に処す。１０万円も払えるのであれば滞納はしないわけ
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でありますし，保険証の返還を求められないわけであります。それに引き替え，連合職員

等に対する罰則規定はこの条例には記載をされておりません。後期高齢者医療に関する法

律を取り寄せましたところ，被保険者の罰則よりも先に職員や審議委員，役員の罰則が出

てくるのでありまして，連合職員が保険料の算定を間違って徴収をしたり，横領したとき，

当然，地方公務員法や刑法で罰せられるということになるわけでありますけれども，こう

した問題は，今，大きな社会問題になっておりますような年金問題でも，その責任の所在

が十分明らかにされたということではありません。私どもはこういう罰則を設けて，お年

寄りに対する厳しい保険の徴収，そしてまた，資格証明の発行等，こうした保険の在り方

については到底納得のいかないところでございまして，窓口相談や免除規定を制定してい

ただくことによって，こうした問題を，弊害を作らないように，是非ともこの条例の中に

盛り込んで頂きたい。こうした問題６点の質問をいたしまして，最初の質問を終わります。

答弁によりまして再問をいたします。 

 

○議長（広瀬和範君） 

 事務局長 

 

○事務局長（山村茂樹君） 

６点御質疑頂きましたので，順次御答弁申し上げます。まず１点目の高齢者の医療の確

保に関する法律は医療費を抑制し，被保険者に医療費を負担させる目的で制定された法律

であり，憲法第２５条に規定する生存権を保障した法律とは言い難いというお尋ねでござ

いますが，後期高齢者が負担することとなる保険料は後期高齢者医療費のうち公費負担に

よるものが５割，各保険者からの支援金によるものが４割，残りの１割分につきまして後

期高齢者が保険料として負担することとしております。その１割分の保険料につきまして

も，被保険者均等割額と所得割額とに区分され，所得の少ない方に対しましては，被保険

者均等割額について減額した上で賦課を行うなど，低所得者に対する一定の配慮がなされ

ております。高齢者の医療の確保に関する法律は，国民の共同連帯の理念に基づき，国民

保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的としており，憲法で規定する生存権，

すなわち社会保障等の向上及び増進を国の努力義務とする憲法の精神が生かされておるも

のと理解しております。 

次に，葬祭費を社会保険並みに引き上げるべきではないかということについて御答弁申

し上げます。葬祭費の金額を２万円といたしました理由でありますが，徳島県内における

国保の支給額を調査した結果，現在２４市町村においては１万円から５万円の範囲で支給

されており，このうち６市９町で支給金額２万円を採用しておるという現状でございまし

た。葬祭費の財源はすべて保険料でありまして，議員御指摘の５万円を支給した場合，現

在の試算に比べて年間の保険料が一人当たり約１，８００円上昇すると見込まれます。そ

うしたことから，現在，国保で最も多く採用されている金額に合わせるものでございます

ので御理解を賜りたいと思います。 

次に，健診について御答弁申し上げます。後期高齢者医療における保健事業については，

後期高齢者は既に受診した場合は特定保健指導と同程度の指導が行われてきているとの考

えから，高確法に努力義務として規定されております。当広域連合におきましても，保健
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事業として健診を計画し，国保の健診との連携なども考慮し，市町村事務担当者等と協議

を行い検討いたしました。その結果，健診対象者につきましては，新制度施行に伴う健診

体制が確立していないなど市町村側の受入れの問題もあり，制度開始当初は全被保険者対

象とはせず，直近１年間の無受診者のみといたしました。しかし，将来的には市町村の健

診体制などの状況を見ながら，随時健診対象者の見直し及び拡大を図ってまいりたいと考

えております。 

また，国に対して義務化を要求するということは，各広域連合の裁量で地域の実情に合

わせて保健事業を行うという趣旨になじまないと考えております。 

次に，無受診者の調査でありますが，平成２０年度は市町村に前年の老人医療レセプト

データ提供の依頼を行い，国保連合会へ無受診者抽出の委託を行います。また，レセプト

点検は何人で行うのかということでございますが，議員御質問のレセプト点検とは，２次

点検のことであると理解いたしますと，点検員４人を１年間雇用して処理することとなり

ます。 

次に，保険料の所得割と均等割の料率について御答弁いたします。保険料は，厚生労働

省から示された方法により算出することとなっておりまして，この算出方法によりますと，

所得割と均等割の割合は所得係数を基に算出する数値でございますので変えることはでき

ないものとなっております。今回お示しいたしました平均月額保険料５，８６０円の算定

につきましては，厚生労働省から示された算定方法により，今後２年間の事業量を適切に

見込み算定したものでございます。 

 葬祭費や健診を前期高齢者医療並にすれば保険料は幾らになりますかとの御質問につき

ましては，仮に葬祭費を５万円とし，健診の受診率を被保険者見込数の５０パーセントと

して試算いたしますと月額６，３００円となり，均等割額につきましても４万３，５００

円となります。 

次に，所得割総額と被保険者均等割総額が５０対５０であれば最低月額保険料が１万円

以下になるのではないかとの御指摘は，本県の平均年額保険料７万３００円を基本として

お考えになったものと理解しております。この年額保険料を所得係数０.７２を用いて案分

いたしますと，被保険者均等割総額と所得割総額は５８対４２の比率となるものであり，

所得割総額の不足分を普通調整交付金で補われている関係上，比率を５０対５０にするこ

とは不可能となります。仮に，保険料の算定の基礎となる所得割係数を１として本県の保

険料を算定いたしますと，年額８万１,４００円となり，被保険者均等割額は４万７００円

になりますが，この額は現在，当広域連合が試算しております被保険者均等割額４万７７

４円とほぼ同額となります。このことから，被保険者均等割額は所得水準ではなく，医療

費水準に連動していることを御理解いただけるものと思います。 

次に，減免規定の連帯納付義務者とはだれを指すのか。猶予及び減免規定はあるが免除

規定がないので制定すべきではないかという２点の御質問につきまして御答弁いたします。 

まず，減免規定の中にある連帯納付義務者はだれを指すのかとういうことについてでござ

いますが，高齢者の医療の確保に関する法律第１０８条に規定されております普通徴収に

よる方法で徴収される被保険者の属する世帯の世帯主及び被保険者の配偶者と規定されて

おります。 

続きまして，猶予及び減免規定はあるが免除規定がないので制定すべきとの御質問につ
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いてでございますが，被保険者から平等に所得や受益に応じた保険料負担を求めるものの

ほか，厚生労働省におきましても，保険料の全額免除，収入のみに着目した一律の減免，

保険料減免分に対する一般財源の繰入れなどを禁じた，いわゆる保険料減免の三原則を厳

守するよう求めておりますので，保険料の全額免除ということは基本的にいたしておりま

せん。当広域連合条例第１８条の保険料の減免につきましては，各市町村の実情を把握し

た上で保険料減免に関する要綱を作成し、適正な運用を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

次に，資格証明書と罰則につきましては，２点御質問をいただいておりますので順に御

答弁申し上げます。１点目の資格証明書の交付についてでございますが，議員御指摘の低

所得に対しましては，所得状況に応じて保険料均等割額が７割から２割軽減されるなどの

措置がされており，個々の支払能力に応じた保険料率を設定しておりますが，もろもろの

事情により保険料の納付が滞る方もおられます。保険料滞納後１年を経過した方に対しま

しては，被保険者証の返還を求め，資格証明書を交付することとなっておりますが，その

際も高確法施行令により，滞納者又はその方と生計を一にする親族が病気にかかった，負

傷した場合など，特別の事情を考慮することとされています。現行国保での運用を参考に

しながら市町村窓口での納付相談を通じて対象者それぞれの状況を見極め，適切な対応が

できるよう努めてまいりたいと考えております。また，保険料の減免につきましても，先

に御答弁申し上げておりますように，各市町村の実情の調査研究に努めてまいりたいと考

えております。 

続きまして，２点目の，この条例案に規定する罰則についてでございますが，その規定

の内容につきましては，被保険者が資格の取得及び喪失等の必要事項について虚偽の届出

をしたり，保険料の滞納等により被保険者証の返還を求めたにもかかわらず，これに応じ

なかったりというような，被保険者であっても悪質な者に対して秩序罰として過料を科す

るものでありますので御理解を賜りたいと存じます。 

また，支払が困難なお年寄りにつきましては，先ほど御答弁申し上げましたとおり，市

町村の窓口において誠意をもって対応していただくこととしております。免除規定につき

ましても先ほど御答弁と重なりますが，厚労省の指導もあることから全額免除は困難でな

いかと考えております。以上でございます。 

 

○議長（広瀬和範君） 

２０番 

 

○２０番（増谷禎通君） 

 それでは，再問をさせて頂きたいと思います。時間がございません。早口になってです

ね，どうしても詰まってしまったりすることもございますけれどもお許しを頂きたいと思

います。再問の１番目でございますが，憲法２５条生存権についてということでございま

すが，憲法２５条すべて国民は健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。憲

法１４条すべて国民は法の下に平等であって人権，信条，性別等々によって差別されない

ということになっております。事務局長の答弁でございますが，高齢者の福祉の増進を図

る目的であれば，わざわざ後期高齢者医療保険法を提起しなくても，今までの老人保健法
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で十分足りるわけでございます。今回の改正は後期高齢者医療法として膨らみ，老人保健

の医療が膨らみ続ける，こういう状況の下で後期高齢者保険を制定をすることによって，

医療費の削減，そしてまた，こうした対象者すべてから保険料を徴収する。こうしたこと

が目的であり，医療費や介護費用の増加は徹底的な健診と予防医療によって引き下げるこ

とは可能であるというふうに私どもは考えるわけでございまして，今回の条例が制定され，

後期高齢者医療が開始をされまして医療費が足りなくなりますと，また値上げをされる。

そして保険料が年金から天引きをされる。こういう状況になるわけでございまして，力の

ないお年寄りにはこれを止めるべきすべもないわけであります。私は扶養されているお年

寄りから保険料徴収などは到底許されるものではないというふうに思うわけでございまし

て，再考をお願いをしたいと思うわけでございます。 

 また，葬祭費でございますけれども，後期高齢者保険の全国一覧表がございます。これ

はすべての県がまだこの条例案が示されておらないということもございまして，すべての

県の資料ではございませんけれども，これを見る限りでは，やはり５万円支給というのが

大半を占めておりまして，３万，２万というのは非常に少ないということを申し上げてお

きたいと思うわけでございます。 

また，後期高齢者医療③によりますと，１，２号，３号減額の対象者は１１万人のうち

約６万人，５４パーセントを占めておりまして，１号減額，つまり，７０パーセント減額

の方が全体の４５パーセントというわけでございます。健診費を削ったり葬祭費を切り詰

めて低く抑えるのではなくて，当然先ほど事務局長から報告がございましたように，そう

した葬祭費を５万円にし，また健診を５０パーセントに引き上げても６，３００円，全国

平均で６，２００円と言われておりますから１００円の値上げということでございまして，

これは，この後期高齢者保険にかかる人達にとってもですね，やはり必要な経費を削って

引き下げるということは得策ではないというふうに思うわけであります。 

 また，再問の３でございます健診の問題でありますけれども，国に対して健診の義務化

を要求することは，地域の裁量に合わせた保健事業を行うのであるから趣旨になじまない

という答弁であります。後期高齢者医療広域連合が要求をしなければだれがするのでしょ

うか。私は，執行者が最初からそんな弱腰で県民の医療を守ることはできないと思うわけ

であります。ところで，前期高齢者は特定健診が義務化され，その個人負担は北島町の場

合でございますと５００円。また，人間ドックや脳ドックは，個人負担が２０パーセント

ということになっております。私は，建設国保に加入をいたしておりますけれども，毎年

家族が人間ドックや脳ドックを受診をいたしておりまして，これに対して２万円の補助金

が出ておるわけでございまして，私が７５歳になりましたときには，こうした人間ドック

や脳ドックすら受けることができない。こういうことになるわけでございます。これが行

き届いた保健事業といえるでしょうか。また，憲法の法の下の平等ということはいえない

と思うわけでございます。進んで健康保持のために行っている健診まで奪ってしまう後期

高齢者医療保険法は後期高齢者から医療を取り上げる法律でしかあり得ません。私は再考

を願いたい。 

 また，レセプト点検でもチェックするということは簡単でございますが，今後こうした

状況の下で前期高齢者のように特定健診を受診できるように改善を願いたい。改正を願い

たいと思うわけであります。 
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 再問の４でございますが，保険料と保険料率の割合でございますが，２の葬祭費でも申

し上げましたように，低く抑えたらいいというものではありません。実際に必要な経費は

徳島県の後期高齢者が健康で元気に生活するに必要な経費であり，予算化されるべきであ

ります。それによって医療費の軽減を図ることができるはずであります。また，比率の５

０対５０でも４２対５８でも被保険者の均等割が同じということであれば，これについて

も，再度調整をされるべきであると考えるわけであります。 

 再問６，滞納した場合の連帯義務者に責任が転嫁をされます。世帯主が子供になってい

る場合は，結局，子供に迷惑がかかり，年老いた老人の居場所がなくなってしまうという

ことになりかねないというのがこの後期高齢者保険の現状であります。また，執行者は法

に決められた減免制度や猶予規定に基づいて執行するのは当たり前ですが，個人差もあり

ますし年齢によって動けない方もおられるわけでございまして，事情を勘案し，免除規定

若しくは一定期間徴収を停止する規定を制定しておかなければ，結局不納欠損として処理

しなければならないということになるわけでございます。また，滞納したときに延滞金と

いうのが課せられるわけでございますけれども，いまだに１４．５パーセントという高い

率でございます。私どもの，郵便局にしましても，銀行にしましても，預金をして１４．

５パーセントという金利がもらえるようなことは絶対にないわけでございます。まあこう

した状況の下で収納率が９８．２３パーセントと，今回予算でも予算化されておりますよ

うに，この後期高齢者保険でも満額徴収できるということは考えておらないわけでござい

ますから，こうした考慮が絶対に必要だと私は考えるわけであります。 

 再問７，後期高齢者医療に関する法律８２条に特別療養費の支給というのがあります。

この法律によりますと，被保険者が資格証明の交付を受けておる場合においても被保険者

が治療や介護を受けた場合はその療養費について特別療養として支給をするということに

もなっております。また，法第５４条第４項に規定する政令で定める特別の事情というの

もありまして，これらの法令や施行令を条件に付けることで救済の道も開かれてくると思

うわけでございまして，私は老人が余生を安心して過ごせる保険条例に改善をされること

を望みます。これで再問を終わります。 

 

○議長（広瀬和範君） 

 事務局長 

 

○事務局長（山村茂樹君） 

 再問の御質疑を頂きましたので，順次御答弁申し上げます。まず１点目でございますが，

老人医療費は平成１８年度推計で１１兆１，０００億円にも上り，国民医療費の３分の１

を占めており，高齢化の進展に伴い今後増大するとの見通しになっております。こうした

中，後期高齢者が将来にわたり安心して医療を受けられるようにするためには，国民皆保

険を堅持しつつ，増大する後期高齢者の医療費を安定的に賄うことができる持続可能な制

度を構築しなければなりません。こうして制度設計されたものが後期高齢者医療制度であ

ります。後期高齢者医療は，医療費の約１割について被保険者に負担していただくもので

ございますが，その保険料についても被保険者の負担能力に応じて負担していただく応能

保険料，いわゆる所得割額と，医療給付を受けるという受益に応じて負担していただく応
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益保険料，いわゆる被保険者均等割額とから成り立っております。そして，応能保険料に

ついては，負担能力に応じて課せられるものでありますから，負担能力がない場合には保

険料はかかりませんし，応益保険料についても減額賦課の措置が講じられていること，受

益を受ける限度で保険料の負担を頂くことなどから，健康で文化的な最低限度の生活を保

障する憲法の精神に反するものとは考えておりません。 

次に，葬祭費について御答弁申し上げます。全国の広域連合における葬祭費の支給額の

決定基準につきましては，各都道府県内の国保の支給状況を基準に最も多く設定されてい

る金額を採用したところが大部分であります。また，健康保険法に定められた埋葬料や周

辺広域連合の金額を参考に決定しているケースもあり，県内の国保の最低額に合わせると

いう事例もございました。本県の葬祭費の支給状況を見ますと１万円が４団体，２万円が

１５団体，２万５千円が１団体，３万円が１団体で，５万円は３団体となっております。

これらの状況も勘案いたしまして，当広域連合については支給額を２万円としたものであ

ります。 

次に，健診の問題について御答弁申し上げます。制度発足当初は後期高齢者は大部分の

方が医療機関に受診した際に生活習慣の改善などの指導が併せて行われているものとの考

えに基づきまして，直近１年間の無受診者を対象に健診を実施することといたしました。

また，健診にかかる費用につきましては，自己負担を頂かないこととしております。御指

摘の受診対象者の拡大については，先ほど御答弁申し上げましたとおり，今後の検討課題

とさせて頂きたいと思います。２６０万枚の無受診者の調査をすることになりますと，１

７０人で１か月程度かかるものと見込まれますので，費用対効果も勘案いたしまして今後

の検討課題といたしたいと存じます。 

次に，保険料の比率についてのお尋ねでございますが，まず，保険料は後期高齢者医療

に要する費用から，国・県・市町村定率負担金等の収入を差し引きした残りの部分を賄う

ものでございます。この保険料は所得割額と均等割額で構成されますが，これをどのよう

に配分するかについては，高齢者の医療の確保に関する法律施行令第１８条及び同法施行

規則第９０条に定められた方法によることとされておりまして，所得係数が０．７２とす

れば計算上，所得割４２パーセント，均等割５８パーセントとなるものでございます。所

得割と均等割の比率を広域連合の任意で変更できない点を御理解賜りたいと存じます。 

次に，保険料の収入について御答弁申し上げます。議員御指摘の収納率９８．２パーセ

ントにつきましては，特別徴収を８割として，その収納率を１００パーセントとし，残り

の２割の普通徴収の収納率を９１．１３パーセントと見込んだものでございます。普通徴

収の収納率につきましては，平成１５年度から平成１８年度の国保の収納実績を基に算出

を致しております。先程申し上げましたとおり，免除規定等を設けることは難しいと考え

ておりますが，安易に不納欠損で処理することのないよう，納付相談等を通じて高齢者の

事情にも配慮しながら保険料の収納確保に努めてまいりたいと考えておりますので，御理

解賜りたいと存じます。 

次に，法第５４条第４項に規定する政令で定める特別の事情について，条例においても

これを規定してはどうかということにつきまして御答弁申し上げます。法第５４条第４項

の規定は，被保険者が保険料を滞納して１年を経過した場合においては，被保険者に対し

被保険者証の返還を求めることになっていますが，例外的に，政令で定める特別の事情が
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ある場合には返還を求めなくてもよいという趣旨の規定でございます。これは，特別の事

情がどのような事情であるかについて，法が政令にこれを委任する旨を定めており，条例

で改めて規定する必要はございません。仮に，条例に確認的に規定するとした場合であっ

ても，規定しない場合と違いが生じてくるものではございませんので御理解を賜りたいと

存じます。以上でございます。 

 

○議長（広瀬和範君） 

 増谷君に申し上げます。申し合わせの時間が超えておりますので，自席でお願いしたい

と思います。自席で。 

 

○２０番（増谷禎通君） 

 私の持ち時間が終わりました。再問，再々問の答弁を，事務局長から答弁を頂きました。

これについて，連合長でございます徳島市長に一言お願いをしたいわけでございますけれ

ども，来年４月から執行者としてこの条例を執行されるわけでございますが，今の質疑を

お聞きになって，どういう感想を持たれるか，一言お願いをして私の質問を終わります。 

 

○議長（広瀬和範君） 

連合長 

 

○広域連合長（原秀樹君） 

質疑を聞いての私の所見ということでございますが，この制度に対する，まず認識とし

て，今後この高齢化の進行によりまして，この老人医療費が急激に増大してくるのはもう

間違いございません。こうした中での現行の医療制度の運営が難しくなってくる自治体も

あるんではないかというふうに懸念をいたしておりましたが，来年４月からこの制度が施

行されるわけでございまして，これは県全体を単位とすることによりまして，財政基盤の

安定強化をするものであり，超高齢化社会を展望した画期的な取組であると私は評価を致

しております。今後，新しい医療制度である後期高齢者，この医療制度が県民の皆様に十

分理解されまして，安心して暮らしていただけるよう努めるとともに，制度の円滑かつ効

率的な運営に全力を傾注してまいる所存でございます。以上でございます。 

 

○議長（広瀬和範君） 

次に，１０番中田丑五郎君 

 

○議長（広瀬和範君） 

１０番 

 

（７番小笠原幸君から自席にて退席許可の申し出あり） 

 

○議長（広瀬和範君） 

 はい，どうぞ。 
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（７番小笠原幸君退場） 

 

○１０番（中田丑五郎君） 

議長の許可を頂きましたので，１１月臨時会の質疑をさせて頂きます。私が通告いたし

ておりますのは２点でございまして，答弁者の方々に簡単明瞭に一つ，御答弁頂きますこ

とをお願い申し上げます。まずはじめに，第１点といたしまして，後期高齢者医療制度の

周知というふうなことでお伺いを致します。平成２０年４月から後期高齢者を対象に致し

まして新たな医療保険制度がスタートするに当たりまして，保険料負担等で高齢者の方々

の生活が大きな影響を受けるものと思われております。現在７０歳以上の高齢者の人口は

約１割を占めておりますが，老人医療費は国民医療費の３分の１を占めているということ

で，２０２５年には人口の約２割の高齢者の方々が医療費の過半を使うことも予測をされ

ているところでございます。そこで，国民皆保険を堅持し医療制度を将来にわたりまして

持続可能なものにするための医療制度改革であり，そのことにつきましては私も理解も致

しておりますし，また，必要だという認識を致しておるところでございます。そこで，こ

の制度につきましては，徴収を含め，窓口事務は市町村が行うこととなっておりまして，

新たな負担が増えることによりまして高齢者の方々から保険料等につきましての問い合わ

せが多数あるものと思われておりまして，いかに制度を理解して頂きまして，協力を得る

ことができるかが大きな課題であると考える次第でございます。現在の広報を見ておりま

すと，制度そのものは十分説明もされているところでございますけれども，なぜ今，この

医療改革によって新たな負担が必要なのかというような背景につきまして，広報する必要

があるのでないかという思いを致しているところでございます。広域連合におきましては，

保険証交付前に制度の概要を行うというようなことも聞いておりますが，保険料等が議決

をされるのであれば，背景，そしてまた，保険料等につきまして早めの広報が必要である

という思いを致しているところでございまして，この点についてまず第１点お伺いを致し

ます。 

また，２００４年に実施されております介護保健制度では，テレビを含めまして積極的

に広報が国によって実施されたことを記憶も致しておるところでございますけれども，今

回はそれほどもなく，国も消極的でないかと思われるようなところもございます。新しい

制度でございます。国，広域連合，そして市町村が勉強し，一体となってあらゆる機会を

活用しながら周知を行うことによって，この制度を理解されるものであると考えるもので

ございます。そこで，広域連合からも制度等の周知を，広報実施を国に対して強く要請を

してはどうかという点につきましてお伺いをまず致します。 

次に，保険料の減免制度につきまして，独り暮らしの高齢者の方々にも適用できるよう

な措置についてお伺いを致します。後期高齢者医療制度の被保険者である，主に７５歳以

上の方につきましては，大部分の方が年金生活者ではないかと考えられるところでござい

まして，そこで独り暮らしの高齢者についてお聞きするわけでございますけれども，条例

案第１８条につきまして減免規定があるわけでございますが，１号の災害等の事由を除き

まして，２号におきましては仕事による収入の激減と，３号におきましては失業等による

収入の激減，４号は農作物の不作等による収入の激減という事由でございますけれども，
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それぞれ収入が著しく激減するというような文言があるわけでございますけれども，高齢

者の単身世帯ではですね，このこと自体がないのではないかと思うわけでありまして，該

当する方は想定していないのではないかという思いも致しておるところでございまして，

この点についてお伺いを致します。保険料が一番低額である方につきまして，年額１万２，

２００円にしますと月額で１，０１７円になっており，我々のような現役では多い金額で

あるとは思ってはおりませんけども，例えば年金収入が４０万円以下の方ならどうなるの

だろうと。そしてまた入院すればどうなるのだろうと感じるわけでございます。したがい

まして，独り暮らしの高齢者の方々にきめの細かい配慮がされ，適用できるように何らか

の措置が必要ではないかと思っております。その点につきましての見解をお伺いを致した

いと思います。 

それと第５号に，先ほど申し上げました１号から４号に準ずる事由があると広域連合長

が認めるときとは，どのようなことを想定をしているのかをお伺をいたします。以上，質

疑を終わります。 

 

○議長（広瀬和範君） 

 事務局長 

 

○事務局長（山村茂樹君） 

ただ今，２点御質疑を頂きましたので順次御答弁申し上げます。まず，制度の周知につ

いてでございますが，前段の川真田議員へも御答弁申し上げましたとおり，これまでの広

報では，来年４月以降保険証が切り替わることや保険料の徴収方法，また，窓口負担が現

行どおりであることなどをポイントに高齢者の生活の場面を想定いたしまして広報してま

いりました。しかしながら，新たな医療制度に対する県民の理解と協力を求めるためには

議員御指摘のとおり，このたびの医療制度改革の背景や後期高齢者医療の仕組みなども含

め，幅広く説明する必要があると認識しております。今後，広報紙，新聞広告，また，イ

ンターネット等多様な手段を活用いたしまして，毎月広報活動を行うこととしております

が，市町村と十分に連携を図りながらできるだけ早い時期に御指摘の点も踏まえまして，

内容をより拡充した広報を実施したいと考えております。 

次に，国の広報でございますが，厚生労働省においてはリーフレットやポスターの作成，

配布，また，政府公報などを活用した一般国民向け広報を秋以降，集中的に実施する旨の

方針を表明しておりますので，一刻も早く取り組まれるよう督促してまいりたいと考えて

おります。 

次に，減免制度について御答弁申し上げます。条例案では天災等により財産に著しい損

害を受けた場合や，死亡，失業，農作物の不作等により収入が激減した場合，また，これ

らに準じると広域連合長が認めるもの，さらに，被保険者が刑事施設等に拘禁された場合

を減免の事由としております。議員御指摘のとおり高齢者単身世帯で年金収入のみの方の

場合，収入の激減を事由に減免できるケースはほとんどないのではないかと想定いたして

おります。また，所得が老齢年金のみであるような低所得者の方が長期入院し，一部負担

金が支払われない場合は，高齢者の医療の確保に関する法律第６９条に一部負担金の減額

や免除等の規定がございますが，その他どのような措置が可能であるか等については，国
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保の事例や他の広域連合の動向を研究してまいりたいと考えております。 

次に，議員御質問の減免事由の第５号，広域連合長が特に認めるものについてでござい

ますが，家財，金品が盗難に遭い，生活に著しい支障が生じた場合などが想定されますが，

今後，保険料の減免取扱要綱を作成していく中で，県内市町村国保の実例なども参考にし

ながら検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

 

○議長（広瀬和範君） 

以上をもって，通告による質疑は終わりましたが，本日，急施事件として日程に追加い

たしました請願についての質疑はありませんか。 

 

（「なし」と言う者あり） 

 

○議長（広瀬和範君） 

ないようでございますので，これをもって，質疑を終結いたします。 

 

○議長（広瀬和範君） 

これより，討論に入ります。討論はありませんか。 

 

○議長（広瀬和範君） 

増谷君 

 

○２０番（増谷禎通君） 

 先ほど，後期高齢者医療制度に関する請願について議案として認めて頂きました。この

後期高齢者医療制度に関する請願は，先ほどの質疑の中でも申し上げましたように，今の

質疑でも危ぐされるという点が質問にも出ましたように，まだまだ周知をされておらない

というのが実情でございます。そしてまた，この制度がまだ十分審議を尽くされておらな

いということもあるわけでございますので，この請願を是非採択をしていただいて，この

徳島県の後期高齢者医療制度に対しての見直し等を含めて今後の検討課題としていただく

ように心からお願いをしたいと思うわけでございます。 

 

○議長（広瀬和範君） 

ほか，討論はありませんか。 

 

（「なし」と言う者あり） 

 

○議長（広瀬和範君） 

ないようでございますので，これをもって，討論を終結いたします。 

 

○議長（広瀬和範君） 

これより，採決を致します。採決は，起立によって行います。 
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まず，議案第１９号徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の制定

については，原案どおり可決することに賛成の方は御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（広瀬和範君） 

起立多数であります。よって，議案第１９号徳島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者

医療に関する条例の制定については，原案どおり可決されました。 

次に，請願第１号後期高齢者医療制度に関する請願を採決いたします。請願第１号後期

高齢者医療制度に関する請願を採択することに賛成の方，御起立願います。 

 

（賛成者起立） 

 

○議長（広瀬和範君） 

起立少数であります。よって，請願第１号後期高齢者医療制度に関する請願は，不採択

とすることに決定をいたしました。 

この際，お諮りをいたします。本臨時会において議決されました案件について，その条

項，字句その他整理を要するものについては，会議規則第４０条の規定により，その整理

を議長に委任願いたいと思いますが，御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」と言う者あり） 

 

○議長（広瀬和範君） 

御異議なしと認めます。よって，本臨時会において議決されました案件については，そ

の条項，字句その他整理を要するものについては，これを議長に委任することに決定を致

しました。 

 

○議長（広瀬和範君） 

以上をもって，本臨時会に付議されました案件はすべて議了いたしました。 

閉会前に広域連合長からごあいさつがあります。 

 

○議長（広瀬和範君） 

 連合長 

 

○広域連合長（原秀樹君） 

 閉会に当たりまして，一言ごあいさつを申し上げます。今臨時会の開催をお願いいたし

ましたところ，議員各位におかれましては御多忙中にもかかわりませず御出席を頂き，本

日の議会が開催できましたことを，心から御礼を申し上げます。 

また，今臨時会に御提案申し上げました条例議案につきましては，議員各位の慎重な御

審議を賜り御可決頂きまして，誠にありがとうございました。議案審議の過程におきまし
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て御指摘のありました点につきましては十分に検討を加え，新制度への円滑な移行を行い，

高齢者の方が引き続き安心して医療サービスの提供が受けられるよう誠心誠意努力してま

いる所存でございます。 

 今後も，来年４月からのこの後期高齢者医療制度の施行におきまして，重要な課題が山

積いたしておりますが，議員各位の皆様には一層の御指導，御協力を賜りますようお願い

申し上げまして閉会のごあいさつと致します。本日は，誠にありがとうございました。 

 

○議長（広瀬和範君） 

以上で，本日の日程はすべて終了いたしました。これをもって，平成１９年１１月徳島

県後期高齢者医療広域連合議会臨時会を閉会を致します。 

（午後３時２５分閉会） 
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